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講義概要 障害者の地域生活の実際を理解し、地域生活における人的支援、環境整備、就労支援、家族支援、医療、教育
等の支援方法を理解し、自己決定の尊重を基盤とした個別支援を行うことができるようにするとともに、（障
害者自立支援）協議会の役割を理解し運営の活性化や活用の方法を含め、地域サービスの基盤整備や地域の福
祉力の向上、共生社会の実現を目指すための方法や知識、実践力を身につける。必要に応じて、協議会の運営
に関わっている実践者から体験談を聞く機会を設ける。

各回の進行予定 第1回 共生社会の実現と障害者の地域生活支援
障害者総合支援法の基本理念が共生社会の実現であることを確認し、障害者の地域生活支援が共
生社会の実現と相まって行われることを理解する。

第2回 自己決定の尊重と意思決定支援
障害福祉サービスの提供は、自己決定の尊重、意思決定支援に基づいて行われることを体験的に
学び、サービス等利用計画、個別支援計画を作成する際の基本を理解する。

第3回 乳幼児期、学齢期における支援と家族支援
障害児の保育、教育について、就園、就学における支援や、就園後、就学後の合理的配慮も含む
支援について、障害者自立支援協議会の活用を含めて理解する。また、医療的ケアの提供や、児
童期における家族支援の在り方について考える。

第4回 就労支援、日中活動の支援
就労移行支援、就労継続支援、生活介護における具体的な先進事例の展開を、障害者自立支援協
議会の活用も含めて社会資源の活用や改善、開発の視点から考える。

第5回 地域における生活の場の支援
重度訪問介護による自立生活や、平成30年度から開始される自立生活援助を活用したアパート等
での生活、重度障害者を含むグループホームでの生活などについて、住環境の整備、人的支援体
制の確保、医療的ケアの提供、地域移行などの側面から、障害者自立支援協議会の活用も含めて
考える。

第6回 障害者自立支援協議会の役割と活用方法
自らの地域の障害者自立支援協議会の運営について実態を把握した上で、複数の自治体の障害者
自立支援協議会の具体的事例と比較しながら、活性化のための活用方法や運営方法について教訓
を得るとともに、障害福祉計画策定との関連について理解する。

第7回 障害者自立支援協議会の運営と展開
障害者自立支援協議会の具体例から得た教訓を参考に、自らの地域の自立支援協議会の活性化を
図るための運営方法について具体的に考える。

第8回 障害者差別解消法と合理的配慮の提供
障害者差別解消法について理解し、不当な差別的対応が起きる背景や、合理的配慮の提供を推進
するための方法について考える。

講義のねらいと到
達目標

共生社会の実現及び当事者の自己決定の尊重を基盤とした障害者の地域生活の支援を行うとともに、（障害者
自立支援）協議会の役割を理解し運営の活性化や活用ができる。また、院生自身の地元の（障害者自立支援）
協議会の活動状況について調べ、理解を深める。
実践的授業内容のため、受講者には、障害福祉の制度及び協議会の一定程度の事前理解を求める。

指定教科書(テキス
ト)

特に定めない

参考文献・関連Ｕ
ＲＬ等

自立支援協議会の設置運営について（厚生労働省）
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.
jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/tuuthi_h240330_25.pdf

障害者差別解消支援地域協議会の設置。運営に関するガイドライン（内閣府）
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www8.cao.go.
jp/shougai/suishin/secchi/pdf/guideline.pdf
障害者基本計画（内閣府）
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku.html

出欠確認方法 毎回リアクションペーパーの提出を求める
出席表の記入
3回以上欠席した者の単位認定はできない。

成績評価の方法 成績評価の方法
修了評価は、①リアクションペーパーの内容(40%)及び②演習・事例検討等の参加状況(20%)、③受講修了の課
題レポートの内容(40%)により60点以上であった者を可と判断する。
①リアクションペーパーの内容
授業の内容を正しく理解しているか、授業に対する的確な質問、意見を記載しているかという観点で評価す
る。②演習等の参加状況
②出席状況、演習の取り組み状況、協議会の事例検討における質問や発言内容が、授業内容の理解に基づいて
いるかという観点で評価する。
③課題レポートの内容
レポートは1200文字（A４用紙２枚）以内とし、以下の観点から評価する。
・自立支援協議会について理解できているか。
・自立支援協議会の検討課題について理解できているか。
・障害者差別解消と地域協議会について理解できているか。
・到達目標に達していない場合の対応：補講の受講及び追加レポート1200文字（A4用紙1枚）を課し、60点以上
であった場合、可と判断する。
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成績評価基準の内
容

成績評価基準の内容
成績評価にあたっては、専門職修士（専門職）としての学位授与の方針到達目標（ディプロマ・ポリシー）に
掲げる実践能力を有する人材を養成するため、授業科目の「到達目標」の達成度に応じて行う。
S（100 点～90 点）到達目標を十分に達成し、特に優れた成果を収めている。
A（ 89 点～80 点）到達目標を十分に達成し、優れている。
B（ 79 点～70 点）到達目標を達成している。
C（ 69 点～60 点）到達目標を最低限度に達成している。
D（ 59 点～ 0 点）到達目標を達成していない（不合格）

事前・事後学習の
ためのアドバイス

事前課題として、院生自身の居住地である市町村の協議会について調べ、パワーポイント1枚にまとめておくこ
と。
障害者総合支援法における（自立支援）協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における
障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域
の実情に応じた体制の整備について協議を行う場と位置付けられていることを踏まえて事前課題を作成するこ
と。

他の科目との関
連、教育課程の中
での位置づけ、
キーワード

認定社会福祉士研修認証科目
障害者支援の理論と方法を受講してから、本講座を受講することが望ましい。
障害者総合支援法、自立支援協議会、部会、障害者差別解消法、差別解消支援地域協議会

ベンチマーク ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）の有する能力について、次のように優先順位を位置づける。
ア 福祉実践とその現場の創造的な発展に必要な基本的な知識を修得した者
イ 理論と実践の両面にわたる能力を備えている者
ウ 価値を基盤とした職業的倫理を深く理解した実践的な専門的職業人である者


